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る基本的な課題であると認識することができる。 
 児童福祉についてみれば、保育所の役割は、最近では社会経済状況の

変化から、家計を維持する目的だけでなく、積極的な社会参加を行うた

めという動機に基づくものが多くなってきている。保育所における保育

内容等の充実、家庭、地域での適切な役割分担を考慮しながら、密接な

連携のもとに児童福祉の向上に努める必要がある。 
 障害者福祉については、障害者自らが、社会への「完全参加と平等」

のもとに、地域の中で可能な限り自立した生活が送れるよう環境の整備

を図り、障害をもつ女性の生活が経済的に安定し、自らの意思に基づき

社会参加ができるよう保障されねばならない。もちろん、これらは男性

の障害者にも共通の課題であるが、この福祉施策の中でも女性が弱い立

場にあることも事実である。 
 高齢者福祉については、核家族化の進行など家族形態の変化により、

家庭での介護機能は低下する傾向にあり、高齢化社会を迎えて、今後、

ホームヘルパー、在宅老人デイサービス、入浴サービスなど、在宅福祉

サービスの整備拡充を図る方向が大切になってくる。 
 しかしながら、育児の問題を１つ例にとれば、本来、子供は父親を含

むその親に保育されるのが望ましい。安易に社会や行政の援助に依存す

ることなく、自ら行える部分は自らが行う姿勢と努力を忘れてはならな

い。また、一方において、その努力の姿勢を損なわない範囲において、

それを見守る地域社会も、お互いが連携し助け合う住民の相互協力が大

切である。これでこそ、バランスのとれた真の福祉社会といえるのでは

ないだろうか。 
 自分自身の努力や家族の協力を中心とする「自助」と、地域社会の連

帯と協力を中心とする「互助」の双方が両輪となり、それを側面から援

助していく国や自治体の社会保障制度や様々な福祉施策が充実され、こ

れらが有効に機能する社会システムの確立が望まれる。 
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２．出産・育児及び老親介護に関する就労環境の向上 

施 策 内 容 

１）育児休業体制の普及 ①雇用を継続しながら、一定期間育児に専念す
ることを可能にするため「育児休業奨励金」
の活用を含め、育児休業体制の普及に努め
る。 
②育児休業法の適用範囲の拡大及び期間の延
長と、男性の育児休業・育児時間制度の導入
について国等への働きかけを行う。 
③長期休業中の者を対象とする計画的な研修
制度の導入について働きかけを行う。 

２）再雇用制度の普及 ①妊娠、出産または育児により退職した女性が
再び同じ企業に採用される雇用制度につい
て「女子再雇用促進給付金」の活用を含め、
制度の普及に努める。 

３）保育対策等の充実 ①保育ニーズの多様化に対応し、乳児保育の拡
充、保育時間の延長（夜間保育含む）、日曜
日保育の実施など保育内容を充実する。 
②留守家庭児童の保護育成のため、児童館及び
児童センターを設置する。 
③学童保育所設置費助成に係る条件の緩和を
図る。 
④社会性を身につける場としての保育所に、女
性ばかりでなく、男性職員（保父）を配置す
る。 

４）老親介護休業制度の導

入 

①家族に介護を要する老親をもつ就業者に対
する休業制度の導入について働きかけを行
う。 
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２．施策福祉の充実 
施 策 内 容 

１）養護老人ホームの整備 ①家庭環境や経済上、身体的などの理由に
より、自宅で生活が困難な者のための入
所施設を建設する。 

２）特別養護老人ホームの

整備 
①ねたきりや痴呆のため、日常生活の全般
にわたって常に他人の世話を必要とし、
かつ家庭で世話をする人がいない者のた
めの入所施設を建設する。 

３）通所福祉施設の整備 ①老人の趣味的活動、健康の維持増進、各
種相談、老人クラブ活動等の場を提供す
る施設を建設する。（老人福祉センター、
デイ・サービスセンター） 

４）施設職員の増強 ①施設職員の増員を図る。 
②男性職員の増強を図る。 

３．社会参加の促進 
施 策 内 容 

１）老人クラブ活動の促進 ①健康の増進、教養の向上、社会奉仕、地
域交流、レクリエーション、スポーツ活
動等により、老後の生活を健全で豊かな
ものにするため、団体活動を援助する。 

２）高齢者能力活用 ①60 歳以上の健康で働く意欲のある老人
が、自分の能力を生かして企業、家庭、
公共団体からの仕事引き受け、各人の希
望、経験、技術に応じた仕事を従事させ
るシルバー人材センター「高齢者事業
団」事業を拡充する。 

３）老人教室整備資金の貸

付 
①60歳以上の老人が住む居室や浴室、便所
などを親族が増改築、改造するとき、そ
の費用を低利て融資する制度を拡充す
る。 

４）老人福祉センター事業

の充実 
①健常な老人に対する健康増進のための
事業、趣味的活動のための事業、各種相
談事業老人クラブ活動のための事業な
どを充実する。 
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